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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも４つの操舵車輪（１AvG、１AvD、１ArG、１ArD）を有する地上走行車両のた
めの操縦制御システムであって、
　各操舵車輪に対する１つのアクチュエータ（３AvG、３AvD、３ArG、３ArD）と、
　各操舵車輪の実際の操縦角度（αrAvG、αrAvD、αrArG、αrArD）のセンサと、
　ドライバが要求した操縦角度（θ）を出力するドライバが利用可能な指令部材（2）と
、　要求された少なくとも一つの操縦角度（θ）を入力変数として用いてアクチュエータ
を駆動するための制御角度（αPAVG、αPAVD、αPArG、αPArD）を決定する操舵制御装置
（4）とを有する、操縦制御システムにおいて、
　前記操舵車輪のアクチュエータのロックを検出する検出手段（5）をさらに有し、この
検出手段はロックが検出された時にアクチュエータがロックされたことを示す警報信号を
出し、
　前記操舵制御装置（4）は通常モードとアクチュエータがロックした時の劣化モードと
を有し、前記劣化モードでは、各瞬間の車両の回転中心（ＣＩＲ）が、ロックされた車輪
の面に対して垂直で且つ車輪と地面との接地面積の中心を通る直線上であり、ドライバー
が要求した操縦角度（θ）に応じた位置に位置するように、劣化モードの第１の戦略を取
らせて、ロックしていない車輪の操舵制御角度（αpi）を計算することを特徴とする操縦
制御システム。
【請求項２】
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　ロックしていないアクチュエータの１つに関し、操舵角度がストローク端に達した時に
、機械的にストローク端に達した第１のロックしていない車輪を関数としてＣＩＲの位置
を決める少なくとも一つの第２の劣化モードの戦略をさらに有する請求項１に記載の操縦
システム。
【請求項３】
　ロックされていないアクチュエータの１つでの制御された操舵角度がストローク端に達
し且つ要求される操縦角度（θ）の変化が車両のターニング円の増加に対応する時に、前
記操舵制御装置は、車両の瞬間的な回転中心ＣＩＲの位置が、ストローク端に達した車輪
の面に対して垂直で、前記車輪の地面との接触面の中心を通って終端に達する直線（B1）
を境界とし、この境界（B1）に対して車両の前方にあるハーフ面（π1）内にあり、車両
の縦軸線に平行であり、かつ、車輪の操縦ストローク端に達した瞬間での回転中心（ＣＩ
Ｒb1）を通る直線（d2）に対して無限となる側にあるような第２の劣化モードをとらせる
、請求項２に記載の操縦システム。
【請求項４】
　第２の劣化モードの戦略での瞬間的な回転中心ＣＩＲが、車両を横切る方向に平行で且
つ車輪がその操縦ストローク端に達した瞬間の回転中心（ＣＩＲb1）を通る直線（Ｄ）上
にある請求項３に記載の操縦システム。
【請求項５】
　ロックされていないアクチュエータの１つでの制御された操縦角度がストローク端に達
し且つ要求された操縦角度（θ）の変化がドライバが要求したターニング円の減少に対応
する時に、前記操舵制御装置は、車両の瞬間的な回転中心ＣＩＲの位置が、ストローク端
に達した車輪の面に対して垂直で、前記車輪の地面との接触面の中心を通って終端に達す
る直線（B2）を境界とし、この境界に対して車両の後方のハーフ面（π2）内にあり、車
両の縦軸線に平行であり、かつ、他の車輪が操縦ストローク端に達した瞬間での回転中心
（ＣＩＲb2）を通る直線（d3）に対して車両側にあるような第３の劣化モードの戦略をと
らせる、請求項２または３に記載の操縦システム。
【請求項６】
　第３の劣化モードの戦略での瞬間的な回転中心ＣＩＲがストローク端に達した車輪の面
に対して垂直で且つその車輪と地面との接触面積の中心を通る直線（B2）上にある請求項
５に記載の操縦システム。
【請求項７】
　車輪のアクチュエータが電気的なアクチュエータである請求項１～６のいずれか一項に
記載の操縦システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全ての操舵車輪が各々独立したアクチュエータによって方向制御される操縦
システムを備えた陸上走行車両に関するものである。
　本発明は特に、公知の操縦システムの中で、操舵車輪とハンドルとの間に機械的連結が
なく、各操舵車輪相互間の操舵操作を同期させる機械的連結手段もない操縦システムに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　個々の操舵車輪を個々の電気的アクチュエータで制御するステア－バイ－ワイヤ（Stee
r-by-wire）操縦システムは公知である。この操縦システムでは各々の操舵車輪を選択的
に特有の角度に方向付けることができ、各々の操舵車輪の角度のコンシステンシー（cohe
rence）は電子操縦装置によって確実に制御される。各車輪用電気アクチュエータは電子
操縦装置によって各車輪用に選択された操縦角度を与える役目をする。車両のドライバが
利用できる操縦制御装置は通常の操縦ハンドル、操縦桿（ジョイスティック）、その他任
意の適当なデバイスにすることができる。車両のドライバによって制御装置に与えられる
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命令はアクチュエータを正しく制御するように適切にプログラムされた電子制御装置へ送
られる。
【０００３】
　この方式の1つの利点は電子工学と情報工学とを理想的に組み合わせることができ、そ
れらの進歩によって制御系をさらに精密なものにすることができ、車輪を手動制御だけで
なく安全システムの制御下に操縦することができる点にある。さらに、例えば、車両のド
ライバの命令を考慮するだけでなく、車両上で観察されたダイナミックなパラメータを考
慮して操舵車輪の角度をセットすることができる。
【０００４】
　このステア－バイ－ワイヤ操縦システムのおかげで車両の軌道の安定度に大きく影響す
る可能性の範囲を広げることがきる。例えば、従来は車両の自動軌道修正システムは一つ
または複数の車輪のブレーキを用いて横揺れ修正モーメントを与えていたが、車両の各種
機能を電気制御へ変えることによって車両の各操舵車輪の操縦角度で軌道を修正すること
ができる。
【０００５】
　しかし、車両の操縦システムはブレーキとともに基本的機能で且つ安全性に不可欠な機
能である。従って、今日の道路上を走行する全ての車両にほぼ普遍的に採用されている補
助式、非補助式の機械的操縦システムに代わることができるようにするためには極めて信
頼できるステア－バイ－ワイヤ操縦システムであることが重要である。そのため一般に電
気システムを冗長性（リダンダンシー）のある設計にして、要素の1つがダメになった場
合でもシステムが作動できるようにしている。これが「故障に寛大なシステム」の観念で
ある。システムの要素の1つまたはシステムで最も重要なものと思われる要素の少なくと
も1つがダメになった場合でも機能全体は確保される。従って、例えば、車輪のアクチュ
エータの電気部品に冗長性を持たせるのが好ましい。下記文献にはステア－バイ－ワイヤ
操縦システムを制御するための冗長システムの例が記載されている。
【特許文献１】米国特許出願第US 2003/0098197号明細書
【０００６】
　下記文献には第１の操舵車輪が操舵ストローク（ストローク）の末端に達し且つドライ
バが操舵角度をさらに増やすこと望んだ時に、いかなる操縦状況下でもアッカーマン（l'
epure de Jeantaud)を守って地表上の車輪が横滑りするのを防止する４輪操舵車両用操縦
システムが記載されている。
【特許文献２】米国特許第5014802号明細書
【０００７】
　本発明者は全ての車輪が個別に制御されるシステムに上記特許を適用しようとした。し
かし、この特許には故障の可能性やその場合に採用される戦略については全く記載がない
。
【０００８】
　故障への対応は決して排除できない完全に必須の要素である。例えば、角度位置を取っ
ている時に車輪の電気アクチュエータが故障したような状況下では、操縦する力（直線状
態に保つ力）をもはや送信することができない。あるいは、機械的な問題で一定角度位置
にブロックされ、例えば直線状態にロックされる場合がある。本発明が扱うのはこうした
アクチュエータのロックした場合である。
【０００９】
　公知の解決策の中で、下記文献では同じ車軸上の他の車輪アクチュエータを修正された
角度位置へ案内して、故障の無いときにアクチュエータから得られるスラストとの違いが
できるだけ小さい横方向スラストを車軸に生じさせている。
【特許文献３】米国特許出願第US 2004/0140147号明細書
【００１０】
　この解決策は特にタイヤに応力と逆の力を加えるという欠点がある。従って、このアプ
ローチを採用するのは最後の手段にするのが望ましい。従って、こうした反力を生じさせ
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ずにロックした電気アクチュエータを制御できる解決策を探し出す必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、操舵車輪の1つの操縦角度を変えることが不可能と判明した場合に、
少なくとも乗客が安全な場所に車両を持って行けるようにするために、ドライバの希望に
従って、好ましくは車輪を横滑りさせずに、車両の軌道制御を維持できるようにすること
にある。
　本発明の他の目的は、車輪の横滑りが妨げないと判明したときにロックしていない車輪
の操舵を最も適切に制御して、少なくとも乗客が安全な場所へ車両を持って行けるように
する戦略を採用できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、少なくとも４つの操舵車輪を有する地上走行車両のための操縦制御システム
であって、各操舵車輪に対する１つのアクチュエータと、各操舵車輪の実際の操縦角度の
センサと、ドライバが要求した操縦角度を出力するドライバが利用可能な指令部材と、要
求された少なくとも一つの操縦角度を入力変数として用いてアクチュエータを駆動するた
めの制御角度を決定する操舵制御装置とを有する、操縦制御システムにおいて、操舵車輪
のアクチュエータがロックしたことを検出する検出手段をさらに有し、この検出手段はロ
ックが検出された時にアクチュエータがロックされたことを示す警報信号を出し、操舵制
御装置は通常モード（normal mode）とアクチュエータがロックした時の劣化モード（deg
raded mode）とを有し、劣化モードでは、各瞬間の車両の回転中心が、ロックされた車輪
の面に対して垂直で且つ車輪と地面との接地面積の中心を通る直線上であり、ドライバー
が要求した操縦角度に応じた位置に位置するように、劣化モードの第１の戦略を取らせて
、ロックしていない車輪の操舵制御角度を計算する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　上記運転法は「劣化したモード」ということができる。すなわち、全ての機能が実行で
きるわけではないが、状況に応じて車両運転の安全性はできるかぎり保証される。劣化モ
ードでは楽しくはないが、車両の操縦システムを車両の乗客に対して悲劇的な結果を避け
ることができる方法で運転ができる。
　本発明の好ましい適用分野は上記前提部分を満たすステーアーバイワイヤ（steer-by－
wire)システムであるが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明を液圧操舵シ
ステムに適用することもできる。
【００１４】
　車両の走行速度が高くなればなるほど、車両の動的バランスが安全上重要になる。一定
速度で走行しているときの車輪の操縦角度は常に小さいという点に留意する必要がある。
車輪がわずかにターンした位置でロックした場合に直線へ戻す時にはハンドルを用いてゼ
ロの角度を入力するが、本発明が提案する劣化モードの原理では劣化モードで車両はクラ
ブ（蟹行）運動する。すなわち、車両の縦方向軸線と車両の走行方向との間のゼロでない
角度で走行する。この角度は極めて小さいので完全に許容できる。
　アクチュエータが低速度で故障した場合にはこの角度は大きくてもよい。クラッビング
（蟹行）角度特性はかなり大きくなり、楽しくはないが、劣化モードが低速で起こっても
全く危険はない。
【００１５】
　本発明の操縦制御システムは、機械的にストローク端に達した第１の非ロック車輪を関
数にしてＣＩＲを位置決めすることをベースにした少なくとも一つの第２の劣化モード制
御戦略を有するのが好ましい。
　もちろん、本発明が提案する運転の劣化モードは、ドライバの希望または車両のクルー
ズコントロールシステムで計算したドライバの要求に対応する操舵車輪の操縦角度の1つ
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にリダンダントな（冗長）要素が組み込まれている操縦システムが指令を出すことができ
なくなった後で、他の方法を試した後にのみ使用される。本発明の劣化モードをいくつか
の車輪の操縦角度に作用する（または作用しない）他の戦略で補うこともできる。
【実施例】
【００１６】
　先ず最初に下記記号を定義する：
（１）参照記号に「Av」が付いたものは車両のフロント側（前輪側）にあることを意味し
、参照記号に「Ar」が付いたものは車両のリヤ側（後輪側）にあることを意味する。
（２）参照記号に「D」が付いたものは車両の右側にあることを意味し、参照記号に「G」
が付いたものは車両の左側にあることを意味する。
（３）参照記号に「B」が付いたものはアクチュエータがロックしていることを意味し、
参照記号に「NB」が付いたものはアクチュエータがロックしていないことを意味する。
【００１７】
　［図１］は４輪駆動車両を概念的に表したものである。各操舵車輪はは車輪支持体（図
示せず）に取付けられ、ピボット軸10の周りを回動する。車輪支持体には操縦アーム11が
固定されている。各操舵車輪は電気アクチュエータ３によって駆動される。電気アクチュ
エータ３の一端は車両のシャシーまたはハウジングに連結され、その他端は操縦アーム11
に連結されて、各車輪の操舵角度を制御する。各電気アクチュエータ３は例えば回転電動
機で駆動されるスクリュー／ナット装置（図示せず）から成る。このスクリュー／ナット
装置のスクリューは操縦アーム11に接続されている。各アクチュエータは位置センサーを
有しているのが好ましい。この位置センサーは所定の幾何学構造と付随する計算装置とを
有し、位置センサーの得た測定値から各操舵車輪の正しい角度位置が分るようになってい
る。例として下記文献に記載の電気アクチュエータを使用することができる。
【特許文献４】米国特許出願第US 6 820 715号明細書
【００１８】
　［図１］にはステアリングハンドル２と、このステアリングハンドル２に機械的に接続
された角度「θ」を測定するための装置21も示してある。この角度「θ」は車両の操縦に
関係する制御部材（例えば、所定角度範囲内を回転可能なステアリングハンドル）に対し
てドライバが加える命令を特徴付ける（振幅と方向の）全ての値を表す。ステアリングハ
ンドルの代りに操縦桿やスライダ等の任意の等価なデバイスを用いることができ、従って
、角度という観念は特別なものに限定されない。
【００１９】
　本発明システムは操舵車輪のアクチュエータのロック（blockage）を検出するための検
出手段５をさらに有している。この検出手段５はロックが検出された時にアクチュエータ
がロックしたこと示す警報信号を出す。ロックの検出は例えばアクチュエータに流れた電
流を測定し、アクチュエータの位置の変化に対する電流値を比較することで行なうことが
できる。電流が高レベルに維持されるか増加したにもかかわらずアクチュエータの位置が
変化しない場合にはアクチュエータがロックしたということを示している。この場合には
アクチュエータの電気的な使用を不能にし、劣化モード（mode degrade）へスイッチでき
る。
【００２０】
　［図２］～［図４］はロックしていないアクチュエータの制御角度を計算するこの本発
明が提案する劣化モードの第１の戦略の概念図である。これらの図は右にターンしている
時に右前輪のアクチュエータがロックした状況を示している。劣化モードではロックして
いない車輪１NBの操縦制御角度αpiすなわち角度αPAvG、αPArD、αPArGを計算する。車
輪がスキッド（横滑り）するのを防止するためには、車両の各瞬間の回転中心ＣＩＲをロ
ックした車輪（右前輪1AvD）の面に垂直な直線上で且つ右前輪1AvDが地面と接触する面の
中心を通る直線上にほぼ維持されなければならない。この垂直な直線上の回転中心ＣＩＲ
の正確な位置はドライバーが要求した操縦角度θの関数であり、ドライバが要求した操縦
半径Ｒに対応する。この操縦半径の計算方法は本発明の一部ではないのでこれ以上説明は
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しない。本発明には操縦半径を求める種々の方法が適用できる。
【００２１】
　今、［図2］に示した状況から始まる場合を考える。ドライバが操縦角度θを減少させ
ること（すなわち旋回半径Rを増加させること）を希望した場合には、回転中心ＣＩＲは
点線で示した直線上を右側へ移動し、車両から離れる方向へ移動する。ドライバが車両を
直線へ戻すことを希望した時には［図3］に示す配位が得られ、操縦半径Rは無限大になり
、ロックされていない全ての車輪１NBのアクチュエータの制御角度はロックされた右前方
車輪１AVDのアクチュエータの角度の値と同じになる。回転中心ＣＩＲが無限にされるこ
とによって車両は直線状に走行できるようになる。劣化モードで機能している車両はいわ
ゆる「カニ状（en crabe）」に直線走行する。
【００２２】
　［図４］は［図２］に示すロック状態からドライバが車両を左にターンさせたい場合に
車両を劣化モードで運転する時の状況を示している。ロックしていない他の他の車輪１NB

は、ロックした車輪１AVDに対して、回転中心ＣＩＲがロックした車輪１AVDに直角な点線
で示した直線上にあり且つ車両に対して左側にあるように操縦される。
【００２３】
　すなわち、本発明が提案する劣化モードの戦略では、全ての操舵車輪が各瞬間に右前輪
1AVD（ロックした車輪）の面に垂直な直線上にほぼ維持された同じ回転中心ＣＩＲを中心
に操縦できる。それによってアッカーマン（l'epure de Jeantaud）操縦法を守ることが
でき、車輪が地表上をスキッド（横滑り）するのを防止できる。しかし、ロックした1つ
の操舵車輪に初期位置にもよるが、1つの操舵車輪のロックが始まった後にドライバが要
求する操縦角度の変化は過剰になるので、ドライバが要求するジグザグ運動（mouvement 
de lacet）を車両に与えるためには車輪が地面上をある程度スキッド（横滑り）すること
は容認せざるを得ない。すなわち、ドライバが要求する操縦角度の変化に答えるためには
、車両のロックしていない車輪の少なくとも１つを車両の設計を介して導入される操縦角
度の機械的限界を越えた角度で回さなれなければならないが、これは明らかに不可能であ
る。従って、ロックした右前輪１AVDの面にほぼ垂直な直線上に各瞬間の回転中心ＣＩＲ
を保つことは不可能になる。
【００２４】
　本発明が提案する劣化モードの第２モードおよび第３モードの戦略では一般的な状況す
なわち実際に遭遇する大部分の状況において、ドライバが希望する方向へヨー（偏揺）運
動させることができる。これによって車輪がある程度地面上を横滑りするが、このスキッ
ドは運転時間の通常はほんのわずかな時間であり、故障時にも車両のコースを制御できる
能力を与えるものであり、完全に許容できるものである。
【００２５】
　これを［図5］を用いて説明する。［図５］は右にターンする間に右前輪のアクチュエ
ータがロックした時に四輪操縦車両を劣化モードで操縦する戦略の概念図である。
【００２６】
　今、右前輪のアクチュエータがロックした時に車両はその瞬間の回転中心ＣＩＲ0を中
心としてターンしていたと仮定する。ここでドライバがターンを止めたいと希望した場合
、すなわちターン円の半径Ｒを徐々に増やしたいと思った場合を仮定する。劣化モードの
最初の戦略を適用してＣＩＲを直線「ｄ」に沿って車両から離れる方向のＣＩＲb1点の位
置まで移動させる。このＣＩＲb1点は車輪がその操縦ストロークの端部に達した瞬間の回
転中心（ＣＩＲb1）である。ここでは車両の右後方のアクチュエータがその操縦ストロー
クの端部に達した状態を仮定する。ターニング円の半径を大きくするには右後輪の右への
操縦角度をさらに増加させる必要があるが、それは不可能である。
【００２７】
　この場合にはさらに、ロックしていないアクチュエータの1つの制御された操縦角度が
そのストロークの端部に達し且つ要求された操縦角度θが車両のターニング円の増加に対
応した時に、上記操縦制御装置は第２の劣化モード戦略を適用する。車両の各瞬間の回転
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中心ＣＩＲの半径はストローク端に達した車輪、この場合には右後輪の面に垂直で、地面
との接触面の中心を通る直線Ｂ１を境界とし、この境界B１に対して車両のフロント側の
ハーフ－平面π1内にあり、車輪が操縦ストロークの端部に達した瞬間の回転中心ＣＩＲb

1を通る車両の縦軸線に平行な直線ｄ２に対して無限大となる側にある。
【００２８】
　第２の劣化モード戦略の場合での各瞬間の回転中心ＣＩＲは、車輪がその操縦ストロー
クの端部に達した瞬間の回転中心ＣＩＲb1を通り、車両を横切る直線Ｄと平行であるのが
有利である。この回転中心ＣＩＲは直線Ｄに沿って進み、右後輪は操縦ストロークの端部
にはいなくなる。この第２の劣化モード戦略を用いることでターニング円の半径Ｒを徐々
に増加でき、ドライバの操縦要求に答えられるようになり、それと同時に、車輪が地面上
を横滑りするのを制限することができる。
【００２９】
　次に、ターンをきつくする場合を仮定する。この場合にはドライバはターニング円の半
径Rを徐々に減少させる。第１の劣化モードの戦略を適用するとＣＩＲは直線「d」に沿っ
て進み、車両に近付く方向へ位置ＣＩＲb2まで進む。この位置ＣＩＲb2は右後輪がその操
縦ストローク端に達した瞬間の回転中心（ＣＩＲb2）である。ここでは右後輪のアクチュ
エータがその操縦ストローク端に達した時の車両の配位を仮定する。ターニング円の半径
を減らすことは右後輪の左方向への操縦角度を更に増やすことを意味するが、それは不可
能である。
【００３０】
　この場合にはさらに、制御された操縦角度がアクチュエータの1つのストローク端に達
し、要求された操縦角度θの変化がドライバが要求したターニング円の減少に対応した時
に操舵制御装置は第3の劣化モード戦略をとる。この場合、車両の瞬間的な回転中心ＣＩ
Ｒの位置がストローク端に達した車輪、ここでは右後輪の面に垂直で、ストローク端に達
し車輪と地面との接触面の中心を通るな直線B2を境界とし、瞬間的な回転中心dIRの位置
はストローク端に達し車輪に対して車両の後方へ延びたハーフ面π２内で、他の車輪がス
トローク端に達した瞬間での実際の瞬間的回転中心ＣＩＲb2を通る車両の縦軸線に平行な
直線ｄ３に対して車両側にある。
【００３１】
　第3の劣化モード戦略での瞬間的な回転中心ＣＩＲはストローク端に達した車輪の面に
垂直で、その車輪の地面との接触面の中心を通る直線B2上にあるのが有利である。
【００３２】
　最後に、車輪のアクチュエータが偶然ロックする現象はアクチュエータがそのストロー
ク端に達した状況と同じ現象であるということを指摘しておく。従って、アクチュエータ
の1つがそのストローク端に達したに時に車輪が明らかに横滑りし始めるのを認め、車両
のターニング円の半径をさらに小さくする状況に本発明はさらに適用できる。すなわち、
ロックしたアクチュエータとストローク端に達したアクチュエータとが1つで且つ同じア
クチュエータであるとみなして第3の劣化モード戦略を適用することができる。
【００３３】
　以上、本発明を４輪操縦車両に適用する場合を説明したが、これに限定されるものでは
ない。車両は任意の数の車輪を有することができ、必ずしも全てが操舵輪である必要はな
い。例えば、全ての車輪が操舵輪である8輪車両の場合に適用できる。ノーマルモードで
車両のＣＩＲを制御することで8つの車輪の各操縦角度を計算することができる。今、8つ
の車輪の一つがロックした場合を考えると、ＣＩＲをロックした車輪の面に垂直な直線上
に配置し、残りの7つの車輪の操縦角度は全てが上記ＣＩＲを中心に回転するように制御
する。車輪の一定限度の横滑りを容認する第2および第3の劣化モードの制御戦略は、スト
ロークの機械的端部に達したロックしていない第1の車輪の関数であるＣＩＲの位置決め
をベースにする。そうした車輪が3つか、7つかは重要ではなく、原則は同じである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
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【図１】本発明のステアーバイワイヤ（steer-by－wire）システムを示す概念図。
【図２】右前輪のアクチュエータがロックした時に正しく操縦するための形状を示す四輪
操縦車両の概念図。
【図３】上記車両を直線に沿って運転できるようにする劣化モードでの操縦状況を示す図
。
【図４】上記車両を左にターンできるようにする劣化モードでの操縦状況を示す図。
【図５】右前輪のアクチュエータがロックした時に四輪操縦車両を右へターンするための
劣化モード戦略を示す図。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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